
木造家屋建築工事業におけるはさまれ巻き込まれ災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

1
11～

12

地盤補強工事現場内で、作業員が補強材に掛けていた玉掛けワイヤーを外している

時に運転士が圧入機を動かしたため、玉掛けワイヤーが施工機械のリーダーについ

ているボルトに引っかかり、補強材と玉掛けワイヤーの間に左小指が挟まれ負傷し

た。

19

30

～

49

1
13～

14

現場でボルトを通す穴をドリルで開けていたとき、とめてあったビスが斜めに刺

さってていたのでドライバーで抜こうとしたところ、ピットの山が潰れていて抜け

ないので鉄工キリを使って開けようとし、その途中にキリがビスにかんでドリルで

跳ばされ、腕が捻られた。

67 ―

1
11～

12

新築工事にて塩化ビニール管を切断している時に、サンダーの刃に軍手が絡まり、

左の手のひらを負傷した。
39 ―

2 10~11

木造2階建て住宅建設工事現場で施主と配線打ち合わせ中、石膏ボードを移動しよう

と動かしたところ倒してしまい被害者の右足が石膏ボードと床の間に挟まれてし

まった。

28

30

～

49

2 14~15

木造建物（住宅及び蔵）を解体工事中に被災者が木片を拾っている際に重機オペ

レーターが排水枡をアイアンフォーク付バックホーにて撤去する際に被災者が急に

排水枡近くの木の破片を拾おうとした時にアイアンフォークに挟まれ右手人差し指

を負傷（切断）したものである。

21 ―

2 16~17

産業廃棄物を処分場所有地に搬送し荷卸し作業が終了したので、本人はトラックを

前進させ下車してトラック後部で作業していた際、他の作業員が運転するユンボに

左足を挟まれ負傷した。

50

1

～

9



2 16~17
園庭で枕木を設置中、枕木を支えていた手に他作業員が、セットハンマーを誤って

振り落とし左手人差し指に当たり骨折した。
56 ―

3 8~9

会社敷地内の作業場において、資材の片付け作業をしているときに、開いた状態の

鉄製パイプ脚立を両手で閉じたところ、左手薬指をパイプとパイプの間に挟み、左

手を受傷した。

64

10

～

29

3 9~10
コンクリートをダンプに積み込む時、コンクリートに右手人差し指の第一関節を挟

さみ負傷した。
28

1

～

9

3 9~10

工場内の作業台にて、看板用の札を作る為にボール紙を定規を当ててカッターで

切っていたところ、力が入り過ぎ手元が狂い、自身の左親指の付け根をカッターで

切ってしまう怪我をした。

32

1

～

9

3 10~11
床の間解体工事で床柱取り外し作業中、床柱に巻いたベルトの掛け方が悪かった

為、床柱が倒れ、床柱と根太の間に右腕をはさまれ負傷した。
63

1

～

9

3 10~11

解体工事現場内でコンクリート殻を拾う作業を行っている際、解体コンクリートの

欠片が落下し、コンクリート塀とコンクリートの欠片に左手の親指と人差し指の間

が挟まり裂傷した。

22

10

～

29

4
10～

11

足場を解体中、1段目の足場板に2本立てかけようとした時に、そのうちの1本

（H3600）が足場が揺れて倒れかけたので押さえようとし、左小指が支柱にはさま

り怪我をした。

28

1

～

9

4
13～

14

作業所前に停めた2tダンプより木材（4寸角長さ4m）を移動させる時、手が滑り左

手中指が下敷きになり負傷した。 大したことは無いと思い仕事を続けたが、痛みが

強くなった。

23

1

～

9

4
14～

15

新築工事において、小屋梁りに置いてある垂木45×45×200mm（重さ2.5kg）を2

本両手で持ち、引き出そうとした際、右人差し指を挟み負傷した。 様子を見たが腫

れがひどくなり、痛みが取れなかった。

63

1

～

9

16～ 既存住宅解体工事現場で、撤去した廃材の鉄製補強材を片付け作業中、その鉄製補
1



4
17 強材に左手指を挟み負傷した。

21 ～

9

5
15～

16

戸建住宅新築工事現場において、グラインダーを用いて瓦を切断・加工する作業中

に、グラインダーの刃が左手に着用していた軍手に接触し、軍手ごと左手をグライ

ンダーに巻き込んでしまい、左手親指の付け根が刃に当たった。

46

1

～

9

5
9～

10

作業場で木材組立て作業中に中間がハンマーをおろした時、ハンマーで手を叩いて

しまった。
37

1

～

9

5
11～

12

コンクリート壁取付け窓枠を外す作業中、窓枠部分の上部がなかなか外れず、力を

入れた際に右手人差し指の靭帯を痛めた。
58

10

～

29

5
13～

14
解体現場にて、外壁とトラックに挟まれた。 26

1

～

9

5
11～

12

解体工事現場において、フェンス周りの土間コンクリートを除却するためブレー

カーで掘削作業中、コンクリートの下が軟らかかった為か急に落ち込んだ際、土間

に埋めていた鉄角柱にブレーカーを持っていた右手指を挟み負傷した。

45

1

～

9

5
14～

15

現場から会社の倉庫へ持ち帰った鋼管をトラックの荷台から下ろす最中、鋼管が

滑ってトラック荷台ボディと鋼管に右手を挟み負傷した。 当初は切傷と思い様子を

みていたが、右手小指の腫れがひどく、痛みが強くなった。

60

10

～

29

6
11～

12

木造家屋解体現場で、足場パイプ打ち込み工事中に、単管を大ハンマーで二人で打

ち込む作業をしていた時に、保持していた者がストップの声をかけて一度向きを調

整しようとして、指をパイプの上に掛けてしまい、打ち手も既に打ち込みのために

振りかぶっていたため止めることができず、指を直撃してしまい負傷した。

50

1

～

9

6
14～

15

一般住宅の敷地舗装工事において、舗装機械（フィニッシャー）の前進移動中、坂

道から平坦な場所に変わる所で、誤って右足の指をフィニッシャーのバンパーと地

面の間に挟まれ骨折した。

53

10

～

29



7 15~16
フロア張り作業中誤って自分の左人差し指を玄翁で叩いてしまった。 翌日朝、痛み

が増してきた。骨折により1週間の自宅療養。
23

50

～

99

7 14~15

木造一般住宅（2階建て）建設工事現場で、人力にて2Fの床パネル（865mm×5005

㎜、249kg）を上階へ荷上げ作業中（荷上げ7名、荷受け4名）上げきれず、体制を

整えるため、荷を下ろす際に後方の壁と荷の間に指を挟み、再度動かしたため、指

を裂傷した。 ベトナム、実習生

18

30

～

49

7
11～

12

トラック荷台の荷物の傾きを直そうとしたとき、誤って右手中指を挟んでしまい負

傷した。
57

1

～

9

9
11～

12

集合住宅解体工事現場において、重機で廃材を分別中に、被災者が突然飛び込んで

きたことにより、頭部を重機に挟まれ死亡したものである。
40

1

～

9

9
13～

14

屋根瓦葺き替え工事現場において、瓦揚げ機で屋根上に上がってきた瓦を右手で屋

根に降ろしていた所、台車に乗っている瓦が少なくなったので、地上で操作してい

た人が台車を上側へ動かしたため、梯子をつかんでいた左手薬指が台車のコロと梯

子の間に挟まれてしまい負傷となる。

44

1

～

9

10
17～

18

店舗内装工事において台下冷蔵庫を搬入する際に、ドアの内寸と搬入する冷蔵庫の

幅が狭く、ドアと冷蔵庫の間に左手が挟まり、左手の甲にひびがはいった。
52

1

～

9

11
15～

16

個人宅新築工事現場にて、配管工事作業のためのトラックなどが出入りしやすいよ

う泥でぬかるんだ地面に鉄板（30㎏、長さ1m×1m）を敷こうと一人で引きずりな

がら移動中、石に躓き鉄板を持ったまま尻もちをついてしまい、腰や臀部を強く打

ちつけ負傷した。

27

1

～

9

12 16~17

当社従業員は、当社置き場にて、鉄骨をユニッククレーンの荷台からクレーンを

使って降ろしている時に、ユニックの荷台と鉄骨の間に左ひざを挟んでしまい負傷

したものである。

23

10

～

29



12 7~8

解体工事現場へ行くための準備中、4t平ボディのエンジンをかけて、暖気運転を始

め、トラックの前方を横切ったとき、サイドブレーキの引きがあまかったためト

ラックが動いてきた。 その際、トラックのフロント部分とブロックフェンスのブ

ロックの部分に、両足のももが挟まれて怪我をした。

53

10

～

29

12 10~11

新築工事（基礎工事）を行っていた際、基礎工事が終わり、トップカーを使って土

を基礎部分に戻していた。 作業を終え、トップカーを後ろ向きに移動させていたと

き、誤って被災者の左手が基礎とトップカーの操縦箇所の間に挟まれ、左手に骨折

を負った。

23

1

～

9

12 10~11

会社の工場にて、残材の仕分けおよび廃棄作業中に、立て掛けてある大量の残材を

動かしているとき、自身の不注意により、右手の甲を残材（木材ボー

ド、400×450×3㎝）で挟んでしまい、右手を負傷した。

31

1

～

9

12 9~10

豚舎建設現場内で、脚立足場に乗り（H500程度）、型枠組立作業中に、脚立足場の

足元が地盤沈下して転倒しかかり、脚立から下りようとしたときにバランスを崩

し、握っていた脚立で指先を挟み、指先を骨折負傷した。

52

1

～

9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html

	ローカルディスク
	file:////jishalan13/080技術部/国際セ/情報提供/安全衛生統計/2021英文/日本語/2017死傷事例/小業種事故の型/pdf/2017jnfi30202t7.html


